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ITを活用した

税制・社会保障制度の再構築に関する研究会

テ ー マ 2021 年 9 月 1 日にデジタル庁が発足し、 行政事務のデジタ

ル化が動き始めているが、 デジタル政府構築の目的は単な

る行政手続きの電子化ではない。 行政手続きの電子化は「手

段」 に過ぎず、 デジタル政府を構築する本当の 「目的」 は

より質の高い行政サ ー ビスの効果的・効率的な提供にある。

OECD 等での専門的な議論では、デジタル政府はNPM (New 

Publ ic Management)の進歩系（エビデンスに基づく政策）

であり、 民間の経営手法等を積極的に導入しながら、 効果

的・効率的な行政運営を目指すものと位置付けられている。

すなわち、 限られた財源の下、 最新のデジタル技術（革新

は加速的に進むので UPDATE は必須）を用いて、 行政サ ー

ビスに対する国民の様々なニ ー ズや選好をデー タから迅速

かつ的確に把握し、 政策のアウトカムを共有しながら、 行

政サ ー ビスの改善に関する制度設計に活用することが本来

の目的である。 この設計に、 デジタル政府をモニタリング

する機能を組み込むことも NPMの観点から重要である。 ま

た、 デジタル政府は、 既存の政府の電子化ではなく、 ITを

念頭に、 現実性は置くとして、 ゼロベ ー スで検討し、 既存

の政府との差を明確化しておくことも、 将来に資するので

はないか。 それでは、 財政分野ではデジタル政府の構築で

何を目指すべきか。 財政の3 機能は 「資源配分機能」「再分

配機能」「経済安定化機能」 の 3 つであるが、 このうち、 最

も重要な機能は税制や社会保障を中心とする 「
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